
2010 年 6 月 1 日本山町は 100 歳を迎えます     平成 22（2010）年２月３日（1）        
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本
山
団
地

（３
戸
）
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。
申
込
み

方
法
や
入
居
申
込
資
格
な
ど
、
詳
し
く
は

「募
集
案
内
」
で

ご
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認
く
だ
さ
い
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昨
年
度
よ
り
、
将
来
展
望
の
持
て
る
稲
作
農
業
を
創
り
上

げ
よ
う
と
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
き
た
お
米

「土
佐
天
空

の
郷
」
は
、
販
売
が
始
ま
り
約
３
ヶ
月
が
過
ぎ
ま
す
。 

そ
こ
で
消
費
者
の
反
応
や
評
価
、
今
後
求
め
ら
れ
る
事
な

ど
こ
れ
か
ら
の
活
動
に
繋
が
る
講
演
を
し
て
頂
き
ま
す
。
興

味
の
あ
る
方
は
ぜ
ひ
ご
出
席
下
さ
い
。 
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８
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２
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モ
ニ
タ
ー
委
嘱
期
間
… 

平
成
２２
年
６
月
１
日
～
平
成
２３
年
３
月
３
１
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①
募
集
対
象 

電
話
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
に
つ

い
て
、
関
心
や
意
見
を
お
持
ち
の
満
２０
才
以
上
の
方
（総
務

省
及
び
電
気
通
信
事
業
に
勤
務
経
験
の
あ
る
人
並
び
に
そ
の

家
族
を
除
く
） 

②
活
動
内
容 

郵
送
に
よ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

（年
２
回
実
施
） 

モ
ニ
タ
ー
会
議
へ
の
出
席

（依
頼
し
た
人
の
み
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③
報
酬 

謝
礼
を
お
支
払
し
ま
す
。 

④
応
募
方
法 

ハ
ガ
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、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
メ
ー
ル
で
、
住
所
、
氏
名

（フ

リ
ガ
ナ
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電
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番
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、
年
齢
、
性
別
、
職
業
、
メ
ー
ル
ア
ド

レ
ス
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帯
電
話
の
ア
ド
レ
ス
を
除
く
。
任
意
）
及
び
応
募

の
動
機
を
記
入

（取
得
し
た
個
人
情
報
は
、
モ
ニ
タ
ー
の
選

考
及
び
そ
の
後
の
連
絡
用
と
し
て
の
み
使
用
） 

⑤
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集
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…
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２
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）
ま
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行
政
相
談
員
は
、
国
、
県
、
市
町
村
が
行
っ
て
い
る
仕

事
に
対
す
る
住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
苦
情
や
意
見
・
要
望

を
受
け
、そ
の
解
決
や
実
現
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。 

 
 

相
談
は
、
委
員
の
自
宅
で
受
け
付
け
る
ほ
か
、
毎
月
第

３
木
曜
日
に
町
役
場
で
定
期
的
に
開
催
さ
れ
る
行
政
相
談

所
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。お
気
軽
に
ご
相
談
下
さ
い
。 

 

○
と 

き 

２
月
１８

日

（木
） 

午
前
１０
時
～
正
午 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

○
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更
に
な
る
場
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あ
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ま
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高
知
地
方
裁
判
所
職
員
に
よ
る

「民
事

・
家
事
相
談
」

を
実
施
し
ま
す
の
で
、
日
頃
よ
り
心
配
事
や
悩
み
事
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
こ
の
機
会
に
民
事

・
家
事
相
談
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。 

な
お
、
相
談
は
事
前
予
約
制

（相
談
日
の
１
週
間
前
ま

で
）
で
す
。
必
ず
、
電
話
等
で
予
約
を
入
れ
て
下
さ
い
。 

相
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日 
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） 
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３０
分
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。 
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。 
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2010 年 6 月 1 日本山町は 100 歳を迎えます     平成 22（2010）年２月３日（2）                          

    平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度のののの住民税住民税住民税住民税・・・・国民健康保険税国民健康保険税国民健康保険税国民健康保険税のののの申告申告申告申告はははは        

    ２２２２月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（火火火火）～）～）～）～３３３３月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（月月月月））））までにまでにまでにまでに！！！！！！！！        
 

平成２２年度の申告が始まります。この申告は、住民税・国民健康保険税・後期高齢者保険料・介護保険

料の課税、所得課税証明書等の資料となる大事なものです。（申告用紙は、区長さんに配布をお願いしており

ます。） 

忘れずに期限内に申告をしましょう！！なお所得税の確定申告をする方は申告をする必要はありません。 
    

◆◆◆◆無申告無申告無申告無申告（（（（申告書申告書申告書申告書をををを提出提出提出提出しなかったしなかったしなかったしなかった））））場合場合場合場合    
    

住民税の課税・非課税で医療・福祉・教育資金給付や保育料などの判定基準にもなっています。申告期限

までに申告しなかった場合、各種保険料（税）が正しく算定されずに申請・手続きに必要な所得証明書や課

税証明書が発行できないなど、本人にとって大変不利となります。 

また、昨年１年間収入が全くなかった方についても申告の必要があります。申告書に収入のなかった理由

（病気入院・失業など）を記入して提出してください。なお、障害年金・遺族年金等の非課税年金者につい

ても同様に申告の必要があります。 
    

◆◆◆◆農業所得農業所得農業所得農業所得のののの申告申告申告申告のののの仕方仕方仕方仕方    
    

自営業者と同じように収支計算で行うことになっています。収支計算とは、１月１日から１２月３１日ま

での収入や必要経費の金額を計算し、所得を算出する方法です。 
 

農業所得農業所得農業所得農業所得のののの金額金額金額金額    ＝＝＝＝    収入金額収入金額収入金額収入金額（（（（農産物農産物農産物農産物のののの販売代金販売代金販売代金販売代金などなどなどなど＋＋＋＋家事家事家事家事・・・・事業事業事業事業にににに消費消費消費消費したしたしたした農産物農産物農産物農産物））））    

－－－－    必要経費必要経費必要経費必要経費（（（（減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費・・・・農具費農具費農具費農具費・・・・農薬衛生費農薬衛生費農薬衛生費農薬衛生費・・・・諸諸諸諸材料費材料費材料費材料費などなどなどなど））））    
 

    

    平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度    町民税町民税町民税町民税・・・・国民健康保険税国民健康保険税国民健康保険税国民健康保険税のののの納税相談日程納税相談日程納税相談日程納税相談日程        
    

月   日 場   所 受付時間 対象地区 

七戸公民館 午前 9時３０分～午前11時 七戸 

瓜生野公民館 午前11時３０分～午後 1時 瓜生野 ２月１７日（水） 

沢ヶ内へき地集会所 午後 ２時00分～午後 ５時 沢ヶ内・坂本・立野・屋所 

吉野公民館 午前 9時30分～午前11時 吉野 
２月１８日（木） 

下関公民館 午後 1時30分～午後 ４時 下関・上関 

北山西公民館 午前 9時30分～午前11時 北山西 
２月１９日（金） 

北山東公民館 午後13時30分～午後 ３時 北山東 

2 月２２日（月） 寺家公民館 午前 9時30分～午後 ３時 寺家 

三寄公民館 午前 9時00分～午前11時 三寄 
2 月２３日（火） 

東部集会所 午後 1時30分～午後 ４時 木能津・助藤・山崎 

社会福祉会館 午前 9時30分～午前11時 五区・四区 
２月２４日（水） 

古田集会所 午後 1時30分～午後 ４時 古田 

吉延公民館 午前 9時30分～午前11時 吉延 

 

２月２５日（木） 
大石公民館 午後 1時30分～午後 ４時 大石 

 ２月２６日（金） 

～  
３月１５日（月） 

役場納税相談室 
午前 9時00分～正   午 

午後 1時00分～午後 ４時 

町内全域 
（※土、日を除きます） 

    

◇◇◇◇個人住民税個人住民税個人住民税個人住民税におけるにおけるにおけるにおける住宅住宅住宅住宅ローンローンローンローン特別控除特別控除特別控除特別控除のののの創設創設創設創設（（（（おおおお知知知知らせらせらせらせ））））        
平成２１年から平成２５年までに入居した方で、所得税における住宅ローン控除の適用を受ける方について、次のいずれか小さい額が、個人住民税

の所得割額から控除されます。 

・所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額 

・前年の所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計金額の５％（上限は９７，５００円） 

※※※※年末調整年末調整年末調整年末調整、、、、所得税所得税所得税所得税のののの確定申告確定申告確定申告確定申告でででで自動的自動的自動的自動的にににに住民税住民税住民税住民税もももも住宅住宅住宅住宅ローンローンローンローン控除控除控除控除がががが適用適用適用適用になりますのでになりますのでになりますのでになりますので申告申告申告申告はははは不要不要不要不要ですですですです。。。。    
    

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】住民生活課住民生活課住民生活課住民生活課    税務班税務班税務班税務班    ℡℡℡℡０８８７０８８７０８８７０８８７－－－－７６７６７６７６－－－－２１１５２１１５２１１５２１１５ 


